
平成24年６月橋本市議会定例会会議録（第５号）その５ 

平成24年６月21日（木） 

                                          

                                        

（午前11時10分 再開） 

○議長（井上勝彦君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第15 議案第８号 市道路線の認定に

ついて 

○議長（井上勝彦君）日程第15 議案第８号 

市道路線の認定について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第８号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第16 議案第９号 土地の処分の変更

について 

○議長（井上勝彦君）日程第16 議案第９号

土地の処分の変更について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）ちょっとすいません。

この地目が宅地・山林となっております。そ

れで、一括していくらという格好になってい

ると思いますけども、追加議案をちょっと拝

見しておったんですけれども、これは宅地が

いくつ、山林がいくつと出てるんですけども、

あ、これも出てないんか。どこかに宅地が、

参考資料かな。宅地がいくら、山林がいくら

という格好で出ておるんですけど、これは変

更だから構わないというか、そのあたりのと

ころをお教え願いたいんですけど。 

○議長（井上勝彦君）理事。 

○理事（吉田長司君）このＳゾーンにつきま

しては、宅地、いわゆる平場のところですけ

ども、平場のところと山林、当初から分けて

あったように思います。それで、宅地につき

ましては単価を入れているわけでございます

けど、山林、いわゆる法面です。法面につい

ては無償ということになってございますので、

そういう形で下に米印で、参考資料の下に書

いております単価で売っているということで

ございます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第９号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 土地の処分の変更に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ
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りませんか。  日程第18 議案第11号 土地の処分の変更

について 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 ○議長（井上勝彦君）日程第18 議案第11号

土地の処分の変更について を議題といたし

ます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                      これより質疑を行います。 

 日程第17 議案第10号 土地の処分の変更

について 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）日程第17 議案第10号 

土地の処分の変更について を議題といたし

ます。 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第11号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  これにご異議ありませんか。 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第10号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。

よって、委員会の付託を省略することに決し

ました。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第11号 土地の処分の変更に

ついて を採決いたします。  これより、討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 これより、議案第10号 土地の処分の変更

について を採決いたします。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

                     

 日程第19 議案第12号 土地の処分につい

て 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 ○議長（井上勝彦君）日程第19 議案第12号 

土地の処分について を議題といたします。  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。  これより質疑を行います。 

                      質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  これにご異議ありませんか。 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第12号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 これにご異議ありませんか。  討論する方ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 ○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  これより議案第13号 工事請負契約の締結

について を採決いたします。  これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 これより議案第12号 土地の処分について 

を採決いたします。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

                     

 日程第21 議案第14号 和歌山県後期高齢

者医療広域連合規約の変更につ

いて 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

○議長（井上勝彦君）日程第21 議案第14号 

和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の変更

について を議題といたします。                      

 日程第20 議案第13号 工事請負契約の締

結について 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○議長（井上勝彦君）日程第20 議案第13号 

工事請負契約の締結について を議題といた

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより質疑を行います。  お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第14号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第13号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 
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 これより討論に入ります。  これより選第１号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。  討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 ○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 これより議案第14号 和歌山県後期高齢者

医療広域連合規約の変更について を採決い

たします。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

                     

 日程第23 選第２号 人権擁護委員候補者

の推薦について 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 ○議長（井上勝彦君）日程第23 選第２号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                      これより質疑を行います。 

 日程第22 選第１号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）日程第22 選第１号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第２号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  これにご異議ありませんか。 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第１号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 これにご異議ありませんか。  討論する方ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 ○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  これより選第２号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。  これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。  本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 
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 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

                     

 日程第24 選第３号 橋本市固定資産評価

審査委員会委員の選任について 

○議長（井上勝彦君）日程第24 選第３号 橋

本市固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第３号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第３号 橋本市固定資産評価審

査委員会委員の選任について を採決いたし

ます。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 
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